
建設従事者のアスベスト被害の早期救済・解決と被害者救済基金の

設立を検討することを求める意見書 
 
 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト（石綿）被害は、多くの

国民に広がっており、その中でも建設従事者に被害者が多いと言われている。

その原因の多くは、国において、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、

アスベストの使用を進めたことにある。 
また、建設業は、重層下請構造であることや建設従事者が数多くの現場に渡

って就労していることから、建設従事者が労働災害として認定されることに多

くの困難が伴い、多くの製造業で支給されているような企業独自の上乗せ補償

もない状況である。 
 さらに、被害者の多くは高齢を迎えているため、それに伴う病状の進行を考

慮すれば、被害者の救済に向けて速やかな対処が求められている。 
 ついては、下記事項について強く求める。 
 

記 
 

一、建設従事者のアスベスト被害の早期解決と被害の根絶を図り、

被害者に対し速やかに、また、負担なく救済するための「被害

者救済基金」創設の検討を進めること。 
 

以上 
 
 
 以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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